
f、

． 
、

平成28年7月76

事実経過豪

語尾本・実経過裁は，原告らの主聾する畠本的な事実tこ対する被告ら及び繍助参加入の主要な箆奮をeaしたものである．したがって，本事実経過褒1；：認否が
記録されていないとし・ても，そのこと自体をもって，被告ら取湘助参加入が車告らのま議する事実を争うことを明らかにしないと包めるものではない．

B付 原告らの主彊 被告ら・補助参加入の箆否

B3. 10. llll あ本る非件発常電用デ所において，海水漏えい等教が発生し．タービ．ン建1屋6頁地下｝．1諸に 本件発竃所のl号機タービン建屋地下の海水配管からの積水により，非常用Dィーゼ）~策電撮容量昧没した〈原92 ・ 13 /Gの下留が浸水したととは箆め．その余は否認する， I檎隼＠16～17頁］

2 H5. 6. II 

4‘ 

3 B9. 3 
が車．林f水太車平省洋機治造路改面E善地震勝．榛波盛林防水災E意T翁E水手産法庁劉査．運掠報省告港書湾』局を及取びり建ま綾と省め調たFとII舟とは
.め，その余は否昆する．

4 自11.3 
本国件土発庁電及所ぴの日1本0気：m象.• 協が完会瓜全に棒浸被水援す水る予こ測と図はを明作ら成かでし．あ設る定と津し波た高｛甲sr:で 底土庁が樟法浸水予測留を作成したζとは認泌，その余は否障する．
9) • 

フラに水ンスが浸のル入プし，レイ.エ源襲原子失力に発至電る事所敏にお.'/Jtい猪注て．し洪た水〈に甲よりSブラシトの建
ルプレイエ原子力発包擁立おいて．暴風雨を原因として外部鎗源を型軽失し，事事

' 5 Hll. lZ 島内 9 2 • l 3頁， 1 6 111の増水及び膏織の.穏により建民内が浸水したととは留め．その余t;t否蕗す
頁，甲43•13買〉． る． 【補想⑥18～1事貰，横槽⑧2～S頁1

6 R』Ez 
電余車事は速否がa，す r，波に到するプラント根崎影響際価』を作成したととは露め．そ
のる．

7 Bill. 3 態奮台喪と湾な失事のり馬故，犠がさ山発ら原生に非子しカ常た髭用t電デIp車ィ4暗一に3お切・い1明て4頁，憶送機｝電．の起車庫事動敢失敗によが定り外な部っ憶た濠た裏め失，全の状電
た克~馬めよ敏舗．り外金簿山原超交＠子電漉2 力量～縫E発を源3軍喪3襲E所失失I ににしお歪，いさってたら，にこ海非と常水は期露の塩デめ分ィ．ーそを含ゼの余むル滋発はZ電否E極忽のEすのE響起る動，に失よ［敗格る送隼泊犠＠電源な1事っ9故た

駒雪2しh崩土てk方酷宅扇2浮二きe会輔’m上：鼠しk噌欄か・鱒aー翁帯＃鏑』取越乱蘭の＃脳田吐樋ポき噌下かン《釦以プっ~－下aたをE討樺2をi噌，轍~印；刷衛．か旨・．』＋さ8金とi·』克吋げ》と1し~たい．が》かう．を， ら》が ［＆｛・守三白書‘ 本はと樽件，否発滋ポ蕗野篭すン毎HプるE用週各.・舎傷号被が織跡の綿調f島原犠の1子般役S事力割頁事E発波の，榊点銀か伎耳さ障の1hを己棒0げ1波毒.3事野頁のP偏昔澱，技格＋議街制対／驚受を：発m信～表～じ1たし：た．貰と】とと7mと肱．霞に東愛め京更，電そした力のが余と作成した．乙れを

8 H14. 1 穂0.波書~：定水＋位5.に対7 
て

9 Hit 7. 31 
に1推つ0進い～本て1部JI＇地を震公1飼表4査～し委た1員こ5会頁とがは，毘積『三め率陸③，そ沖1かの宮余～ら湾は3総否0仲認頁すに，か積る付惣．て＠【の被2地檎～震答S活頁1動10貫の長通期積静場①偏

1 



10 Hl6. 5 

土木学会は．樟波野領事事舎にお吋る樟被ハ，<ff－ド解析の研究のー環とし
て．三纏搾から房総枠にか砂ての海溝寄りの樽波地震の発生に関する.• みづ
けアンケートを実施したところ．日本海請で起きる地震に欝しい地袋学者S
人の関で．棒踊軍備主主鎌c基づ〈考え方を支持するものが約o.4，憂畑野
｜舗に基づ〈考え方を支持するもの埠噛o.6との結果となった押29・8
17頁．甲75・5貰．甲92・g頁｝．

務繊評..  ！舎が．海抜ハザーF緩衝の締：,ieの通事·~おいて，三峰神から鹿総仲
にか吟ての海溝型車りの領就：I:おげる縛波地織の·~!:I::湾総畿を合唱ま重みづけにsーす
るアシケートを実絡したζと，三陰沖から盟事総持I:.か貯ての掴E構舞りの償制Eにお
狩る練滋焔織の発生可能還に演して．事事波野自E接続が書官縫とする考え方と長期E宇
宙匝が瀦鍵とす苧考え方のこつの選択肢について．合荷台＇＇ lとなるように重みを配
分すると巳う雪きによって鐙箸するととを求めたととろ，絶震学者の重みの平均
獄事津波野価技術が融緩とする考え方が約0.4‘長銀餌債が量E提とする考え方
'1ft鈎o.6であったこと肱毘め．その余は否犯する． t補筆⑩4～6頁1

M9. 1のスマトラ島沖地震が発生し，とれにより発生した棒読によって t • 
11 f H16. lZ 1イン阿マドラス原子力発怖の海水ポンプ措置浸水する轍が発生した押｜マドラス原子力発電所Lおいて，榔ボJプ縄水ずる事故が発生したζとは

4 ll・l4lt,甲92・13頁， 1 6頁〉． l麗lめる． I禄寧⑥20頁．捕事1.11)4,7貰且補翠⑩7～8貰1

12 自18.I 

スマトラ沖地震による棒渡でマドラス原子力発電所の非常用ポンプが水援
し運転不健になったととや．平成17年に発生した宮様県沖地震において東
北電力女/II原子力発電所で基準を起える地震動が発生したζとを臨まえ，保 E A. 

安臨調子カ安全基盤脚立跡勉強会を開催するとととした．紬強会 1•繍脚僻捕獲輔織が糊勉軸欄仇糊勧糊ブザー
は．棚上の怒躍織水僻航時制t服した場合に，蹄や機瞬にIトとして附することとな官たζとは胤その鮒不知ないし否寵する，
いかなる.響を与えるかを抱撮することなどを目的とした勉強会であった. I I線第(1)5～6JU
東京電力は，偶勉強会にオブザーバーとして参加した． ｛甲29・84 , 
貰，甲75 ・ 9貰．甲92・l3買3

｛補助夢加入｝
東京電Eカが．第S回溢水勉強会において，本件発電所5号機について0.P. 
+10悶の脚本位が長崎踊｛鯛誇冊継続したと仮定した場舎に非常用潟水
ポンプ揖哩!fl＇.本艇な状態になるとと， 0. P. + 1 4ml0捧裁＊伎が長時間 C無
限時限｝鯵絡したと仮定した場合に篭獲量置悔の機簡を夜失する湾総後があること
を報告したこと捻館軌その創立寄認するe なお， 『この情報は，少な〈とも東
京事事力の淑子力歯車問の担当副栓－~で共有されていた』かについて』乱補劫参加
l入車己よる路否の駆りでない． I被事es～6頁1東京電力は，第S回溢水勉強会において．本件発電所E号磁の敷地帯を1

m超える粛さの津波が無制援に趨来した揚合の4量制状視を報告した．具体的，
にほ，東京電カは，本件発電所S号議kついて， 0.P. +1 Omの棒読がト・・－・－・町一一一日目白山一日一一一一一…一一一・一－
到来した場合．州周跡ポンプ糊融失し，炉峨備に釜る繊盤糊Ic被師部及び筒鵬
るとと， 0. P. +14m G宅地和国の械が到来した場合，建屋へ第1段奮闘知．第2段落師隠する．被告側及瑚舗は，齢縮会の

13f H18. 5.11，護費：？f埋設緊急日謀説禁払絡ま君！椴.gr勉齢凶ける検討内容院ついての報告を受けたとと蹴同 I棚
との情報は，少な〈とも東京電力の原子カ鶴円の担当副社長まで共有されトー…一一一一…一一日一一…一一一一一...・H ・H ・H ・.......・H ・－－－－

141 Hl&. 'f 

ISJ H18. 8. Z 

ていた〈申29・84. 4 5 5真，甲75・g貰，申92・13, l 6 
寅｝．

東京電力の原子力・立地本部の安全担当らの研究チームは，米フロリダ帰
マイアミで開催された原子カ工学の関際会a＜第14図原子カ工学園際金銭
・【ICONE-14））において， rsakal et al. (200 
自） j ｛本件発電所I：：押し寄せる樟被の高さについての報告〉を発表した
f宵49) • 

保安院の担当者は．第53回安全情緒犠尉会において．散水勉強会の結果
を踏家え， 『ハザード停値結3畏から残余のリスクが高いとも思われるサイト
では念のため個＂＇ 1：：.対応を考えた方がよいという材”が集まってきた．灘水
ポンプへの影響では，ハザード軍軍司E持炉心損傷積率Jと発言した．
前検討舎の資料には， f息地＋Imを仮定した場合，いずれのプラントに
ついても浸水の可極性は否定できないとの結果が得られた．なお，書店島第一
5号梅｛中嶋｝については現地甥査を実織し，上記検討詰果のE書道程につい
て華麗したJと毘験されていた｛甲29・84～BB頁，甲75 • 9JO • 

〈後告武ill)
披S島氏.骨員一平成18.Bffないし9ffとる，鰐唱匡s≫ 1 1 a1：：開催された第
S滋織水量臨強舎における東放置Eカの纏告の割E’｛I.::つ脅報告を§：けたとの展度で.
め．その余獄否認するe f敏桜期＠岳1～22)1{, M:担E噂$4～5貰1
町内..............・自由日目－.................. _ ...間目白咽四日・』日・‘...............................目白百四・・－・H ・....刊日日制

t彼告相揮ら17名｝
被告相漏ら 11名は不知ないし否認する． 【敏相車①5～7頁】

東京電カの従量陸賓が，IH4陣原子カヱ字国際会蟻（ICONE-14）におい
て槍文を発表したことは認め．その余は否.• する． 【被捕容10頁．輔稽m1s ～16)(, 守由鍬(3)31～32東，繍鏑②29～30頁1 － 

第53回安全情報検討会の資事帯広『験地レベル＋ lmを仮定した場合，いずれ
のプラントについても浸水の可健性は否定できないとの結果が得られた．』，
fなお，徳島第一5号機，泊1,2号機については現地問査を実施し，上記検討
｜結果の妥当性について碕認したjとの記憶があるととは毘，ae,，その余は不知ない
し否.する．

保安院の青山仲，佐藤均及び阿穏情拾の3人の審雌官らが出席して聞かれ
た安全情報検討会において，津波問題の緊急度及び箪要度について， 『重量が

16 I Bl乱且1BI国の会プラントで対策状況を確隠する．必要ならば対策を立てるように指示i不知命
する．そうでないとr不作為』を関われる可鎗性がある．』との報告がされ
た（甲79・131～132頁｝．

171 HIS. 9. 19 
I I ＜量店街接指針に照らした耐震安全憶の卸舗を祭施仏その鯨
I iと｝を指京するととも1；：..第ar＜伊クチェック1乙当たってのl
I ！となる耐震パックチェックJr-JI,者策定した．謝儀バッタチ

ゆいては．歯車訟の野備について．既設棒披の発生状貌のみならず最現時の知見
等を考慮して実施ずるとととされた．
東京電力は，平成21年8月に，耐震パックチェックを終了させる予定で
あった．

2 

調S



． 
保安織は，耐震バvタチェックの東灘It貧I：：関するヒアリングを実施した

！•.本件発竃所は段It上の忽定機器量点伎と券常用機水ポンプとの余穆がない
サイトであるなどの筒組織魁をした．I i融制服蜘闘しI の指示でもって．保安践を代表

I めて重量僻せよ』と述べ1::.上で．
I 集のみならず，保安践紘その対
181 Hl8. 10. 1ft 
I !Hi具体的E物峨
I iさ由喰十cmとあ
I 』獲象であり，滋蹄；
！ ｝律事官期潟水ポンプ
I lit＞..今関肱保安
I IJII怨したものと受

6. 4 56東， iJl79• 自由貿．申92 ・ ·2 3)() • 

東京電カは．既役原子炉設備の耐震安全野領実施計画書を提出しp vれi平成l8年10月18固に，東京電力が耐震パヲタチェックの実績It'薗書を提
t9 IB18. IO. !Blによると．本件摘所の耐震パックチェック景糊悼の提出期限高鴇2I出したとと，融電カが，本件発電所の醐パックチェックの結果を平成21年

1年6月宋とされていた押29・452即． j6Rに保安関Z報告することを目指していたととは齢，その制調する．

20 I Hl9. 4. 4 

I I楕鎖0)6頁．櫨喧R6～7頁I

東京電力担当者及び’E事連鑑賞者が出腐して開催された保安院との打合わ
せの席上において，東京電力担当者ほ．本件発電所について梅水ポンプの＇＊
e化や建屋のIt橿といった棒注対震をとる方針であると伝え， t：事連担当者
は， 『樟波も積定槍での想定海訟を絶対に超えない．といえないととは砲事ti平成19年41も保安憶に対レ℃津波に対するプラントの更なる安全性の向
している』と回答したところ．保安院側から， 『地震は股僻を纏えても震・（J己鳴動豊臣の君臨礎化など｝の検討を行うことを種脅したことは認め，その余は奇
巴余績がある．害事波，特に上昇掃はあるレベルを超えると炉心損傷に至るとi認する．
とを気にしているJとの考えが示された． . 
しかし，東京篭カは．本件事故までの間，海水ポンプに係る軽微な対応策
を捻いて，具体的な対応貨をとっていない E甲29・86, 4 5 7貰｝．

東京電力結崎刈羽Ii{予カ発電所の北車!19km，著書さ約16kmを震源とす
るMG. 8の新梅県中臆沖地調量が発生した哩原子カ発電所として世界ーの規
4韓を跨っていた根崎刈羽原子力発‘所は．金書聖司障が停止に遣い込まれ．一瞬i第1段穫について．厳軍事集中鶴除去車簾が発生し．東京亀カの績崎潟請書原子力発
lとして7基820万kW•の竃歯車が失われた． lti!暗においては．発必定期検査：のために停止していた1.5llZ$6f普織を含め．

21 I Hl9. 7. 16 l保安院ほ，当初，平成21年に計麗していた溺震パックチェック鰻終報告i筒宛‘献の念毎織の遺伝を修：JI:.し1ととと路銀める． ｛横槍(2)40 ]I(，繍繕（＆）18
書の提出期限の大幅な前倒しを俊樹した．しかしながら．どの傷気事事障者もi～23貰，檎場R22｝（，繍・(8)c富山9JI(]
滋策報告書の提出時婦の大傭な前倒しは重量しいと反対したため，保安院肱． I 第21量穏については.＋知ないし密録する． f槍噂0)6～？頁，橋槽⑮SJU
平成20年3月末までに．少な〈とも各原子力聖書電所の代表プラントで．中．
間報告を実施する乙とを決定した｛事29'452頁，甲92・16貰）．

22 I HI9. 11 混同禁：'t！号待費雪干r-：~＝践す：手~；；吉認毎Zし平成1 時11月ころに土木グトプ測量パックチェックにお出糊に関
おける輔開につき，醐輔の聴いに関する検討を酬し炉開7 ！？磁討を附したこと掴める. ［榊＠.｝9～10買，補鞠2頁，舗鞠3
5・5東） . . i～5貰】

23 ) 819. II. 16 I 東京電力は，東包霞掛から，盛期野債を用いた編略的な事事波水伎が0.
P. +7.宇田以上となる皆の試算結果を受領した〈甲92・10覧】．

東京電カの土木！;fJlr-プが，東種俊貯から，平成19年1l月以降に．議事蹟
鈎捧被野.手法の過程で干まわれていた膨大n.散の概略的な水伎の齢算結果の中か
ら臼本審構沿いに波源モデルを置いた場合の針算詰果を湾いて棒波水位を算出す
ると0.P. +7. 7mとなり，詳搬な計算を行うと津波.きがさらに大き〈な
る管が担議された資絡を受領したととは軍事める．

241 B19.12 1.-t室長誌i：霊視暗号2持令官官？において．醐怖を 否隠する． I指埠⑮2～5頁1

め．その余色lWRする． I鎗轡＠？～昏貨1
・回目吋四日目白押・『m・・・0・・M・M・目白色.......................＿・.................叫....・.....‘...... ＿＿・白砂町・・－・・－・・蜘

t被告勝俣及ぴ問調聖水｝
被告鹿俣及び周清水が平成20年2月161:1に行われた中纏沖地震対応打合せ
に出席したことは認め，商打合せにおいて丙BSの2の賞制命軍事されたとの点
zは争わないが，関釘合せにおいて原告らが主穫する内容の報告がなされた旨の主

中酬地震対応打ち合わせが附され｛出席者：被告胤同清水，阿武｜蹴否蹴いし争う．
県．開館，同時．同小劇．本件発耐の想定津齢位の脚し案が ！なお，岡野合せ怖いてa糊に関する棚や蹴鮒おれた側関86の

25 I B20. 2. 16 lo. P. + 7. 7園以上となり，詳僻劃Zよってはさらに畑仕伺蹴Ii卸会せメモ1：：照らしても輔せず鱒時制服ぴ岡清水には．臓に
があるとと由輔さ札その関根された酬が湿布された何75・5～加する酬や糊時われたとの臨iまない．【蹴鞠3,6頁1
6, 13, 17貰，甲92・10貰．育86の2（スライド12) ) • I 

3 

一一一一一一……H………一一一一一…一……・…一一…一
〈被告lit，風阿武藤及び弱小掛
被告武黒．阿武蔵llぴ病小森が，平成20年2/j16日開催の中盤沖地震対応
打合せに出席したこと．問主T合せで丙BSの20)実科が毘帯されたととは毘める
吻t同打合せで f；事件発電所の想定律鏡水伎の見直し案が0.P. +7. 7圃以上
｜とな仇詳縦E干事Eによコて隠さら立大き〈なる苛飽伎があることが報告されJた
との主張は否隠する， 【被榎準(3)3～4, 91!{】
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東京電力は，今村文彦教授から， 『福島県神海自陣治いで大地震が発生する
26 I HZO. :!. 16 iことは否定でいないので．設置置として考慮すべきである，」旨の指摘を受貯

た｛甲29・88,458貰．寓90の2)• 

東京電力は．東司波書十に対し，長期野債に基づき，機波野衡技術で震定さ
れている波源宅デルを模原して，明治三陵地盤｛明治29年【1896年3
9毒自並みのM8. 3の地憲治唱島県神で飽きたとの想定の下i本件発電所
に到来する樟波の高さの賦算を行わせた．

27 I H20. 3. l& i上記鼠.の結』匪i，東京電力は，
・ 各号織のポンプ位置の水位 o. P.+a. 4m～1 o. 2m 
. It地南側の水位 0. P. + 15. 7m 
などの結果を得．本件発電所1号繊から4号機のタービン建屋等が段置され
たlOm盤を大き〈越えて漫水することを箆慢した〈甲l5，夜B5}. 

中越沖地震対闘Iち合わせが開催され拙廊者：被告清水開成.，詞
按，同武.，関麗樟．同小船，耐震バックチェックの中間報告書の提出に

28 I HZO. 3. ZO I伴うプレス発表に関して作成された忽定問答集が報告され，樟波野健に興し
て，充実した記述が指示された｛甲92’11頁，丙87の1)• 

【被告西海｝
平成20年2JJ16自に中也持地震対応野合せが開催されたこと，問書I合せの
i符合せメモ（丙86の1）の出廠者の視に『商標jとの包歳があることは認め．
1その余は不知ないし奇ISする．

i 東京電力の錦鶏磁調書措置.j長期緑績について専門家の意見を求めたとζる．専門
［畿の由人から『4高島県総覇軍治滋いで大地震が舜生するとと捻否定できないので．
線量産として轡援すべきであると考える．』という意見がt属されたととは箆める；
E綾織答1lJ{，，捕邪(1)11頁．檎事R15～16頁1

E補助参加入｝
東京電カO')担当傷謡曲t，明治三徳治a，を裳宥に．三路神の断層モデル｛量11:illモ
デル｝を仮甥傾.lt鑓島県神海溝扮い積犠院議E障したJI合の棒畿の獲さについての
l掛算金業種陵ltl!養隠してfiったとζ~. 院f予約な置tllJ:の調l1島鎚ないものである
が，司書15や猪85に置E検された叙寡鎗集が縛られたととは鶴め，その魚捻fill
ずるゅなおき後告らが軍高級算結果を線機していたがについてi:t,線電s，島知人によ
る縄奇の犠りでな同 E犠檎帯1lJlt織種Q)lVJI(，縫懲c10～13:J{，嫡
薄暗島11～l4}1{.織事＠2～SJ{，被噂司監事～6]I{) 

t被告蹄，auitぴ問機，，10
第Z段落は，被告殿様及び商務水が錦織したζとは否認する．被告薦候及び問
機水枕原告らの主議する本件蹴.絡船主ついて報告を受けたととはない． 【被
型車~2貰．犠飛語D2頁1

〈被告書生保及び鞠底調路
第2段落は，被告袋線J'(ぴm震績が，車種治三陸鼠計算の結果の概要を認識して
いたととの限度で認め｛ただし，その.. 慢した時期は，被告武黒区ついて拡披復
,12}5貰：＆ぴ被援命5頁，被告銑爆については被援①38買で述べたとおりであ
lる．｝．その吻は否隠する． E畿銀繍(1)23～26, 3 5～39貰，敏桓事R5
～7, 9～12頁．披復事R4～7. 11～13頁1
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〈被告相漏ら17名｝
不知ないし否隠する．

【櫨助参加入｝
平成20年SJJ20Bに中滋持地震対応打合せが鱒鍵されたこと，問符合せの
ぢ合せメモ {PiB7の1)の出療者織に被告構成。阿武.，間紘 IIJI¥II聾．関属
商II:,ll型小量臨の総韓があるとと，殉荷台せで賢岳7の4の策事事が：1e謝されたとと．
関野合せ©tiに．平成2 自主1!3R31Bの中陶磁告書抱鑓1B肥融けてQAJ龍~4轟
庄が1Pえられたととは臨める． I舗’＠9-1lJ軍1

〈被告跨俣及び向調層水】
被告清水が平成zOlja3Jl 2 O日に行われた中越沖地震対応釘合せにt臨席した
ととは箆めz関81の4の賓絡が記布されたことは争わないが，その余の原告ら
の主弧に関しては，問責轄の想定降客集について報告を隻けた記憶はな〈，また
充実した記述を指示した事実はないので，否思ないし争う．

〈被告武風間蔵書及び陽小掛
平成2o•aJJ 2 o日に中陸沖地鍾対応打合せが燭催されたこと，被告武鳳，
m捻.及び同小森が，関訂合せに出席したこと，同釘合せの昆布資相；：，現87
の4の資料が含まれていたとの限度で認める由tm打合せにおいて両被告らが丙
87の4の資料の内容の鮮績について報告を受けたとと．同被告らが f棒渡癖備
に闘して，充実した記述』を指示したことは否偲ずる． 【被複寧③4. 9～l 0 
貰1
...…ー…………………一一…一一………一日・一……・・…

【被告披及び関宮湾｝
平成20年Sn2oaに中櫨紳地震対応打合せ市句帰艦されたこと．岡釘合せの
打合せメモ｛丙87の1)の出席者の摘に『放』及'(J『茜理事』との包憶があるこ
と肱蕗め，その余は不知ないし否偲する．

t様車事惨知人｝
湾88に， r r原子力発電所の津波野価技術 CHl4年，土木学会〉』以降に
地餓周到E研究機湯本舗等から捻軍医された短銃の知昆を踏まえ． E不確かさ』の考
慮として発‘耳障の安念像際厳にあたって考箪する齢醤』という民殺があること，
r非常用機水ポンプ電動織が恕水し．鋭機するとc.を想定した竃動機予備＆車...氷aeした電動機の開発．車屋の＇＊劃 E等が考えられる.Jという毘慢があ
るととはRめ．その余は杏IIする． 【構＂ 10～11貰1

一一句”

. （狼告勝候1kぴ憐構成｝
議告耳障儀1tぴ湾清水は昏平：1120年3月29琵に中館神地震対応打合せが捌か
れたとほ1811しておらず，原告らが主張する岡田の打合せなるものにも出席して
い~いので”原告らの議績は．響穏ないし不徳ないし争う．

中制雌榔併合わせが輔され柳欄糊措摘みの穆棚｜なお．河88納容について，齢制及Z鵬清水弘報告を受けた記憶は
械が続制札了承された削z・1l気持8.！・ 21-2柵.lt.t＜.枇鮒らが掛する修箆をγ承した＆吋轍はなb益
． 2事被静舗な：，~，畿道本僚の長銅線績にa：づ弘、港去に.：緩徐やM，総司~ ＇…... .., .........……一一…一…ー…一一……H ….....・H ・...一一・………一一－一

則臨乱21I酬の日輔糊い明生した削以上の糊が錫鵬持で触するととをIc被告側
時議；.と同明暗晶の輔v水副主した電動機の蹴輔｜県箆誤認都品｛ii！長艇を協議邸宅訪繁華
航密化等が献られる． 1れないため，袖・平成20年草月296に f中闘地開閉ち合わ町糊

｜保されたとの主張は否偲する．
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